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特定非営利活動法人  国 ふ さ 森 く 協会 定款 
 

 

第 章 総則 
称  

第 条 法人 日 語 称を 特定非営利活動法人 国 ふ さ 森 く 協会 

いう  

英語名称を INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR RESTORATION 

OF  NATIVE FOREST といい 略称を  NPO  Re Na Fo  及び  

NPO レナフォという  

 

事務所  

第 条 法人 主 事務所を東京都国分寺市新町二丁目 番地 置く  

  法人 前 ほ 他 事務所を長野県上水内郡飯綱町大字袖之山 

９７番地 に置く  

 

 

第 章 目的及び事業 

目的  

第 条 法人 植生生態学 植物社会学 科学的知見 基 土地 潜在自

然植生を構成 種を多く選定 ポ ト苗を密植 混植 自然 森

システム 従 植生生態学的方法 ふ さ 木 ふ さ 森 く

森林再生を進 地球環境 自然環境 生活環境を改善 人間を含

多様 生物 的 生存発展 自然豊 社会 実現 献

を目的  

   

特定非営利活動 種類  

第 条 法人 第 3 条 目的を遉成 掲 種類 特定非営利活動

を行う  

 社会教育 推進を 活動 

 く 推進を 活動 

 学術 文化 芸術又 スポ 振興を 活動 

環境 保全を 活動 

国 協力 活動 

子供 健全育成を 活動 

科学 術 振興を 活動 

職業能力 開発又 用機会 充を支援 活動 

前各号 掲 活動を行う団体 個人 運営又 活動 連絡 助言又 援 

助 活動 

 

事業  

第 条 法人 第 条 目的を遉成 事業を行う 言う 森

林 第 3条 示 ふ さ 森 く 方法 森林を指  
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   特定非営利活動 事業 

     森林を再生 事業 

 森林再生 情報 提供事業 

     森林再生 広報事業 

 森林再生 環境教育事業 

       森林再生専門家 認証事業 

       再生森林 認証事業 

 

   他 事業 

        森林再生 企画 設計 実 を他機 等 請 う事業 

       森林再生用材料 生産 調遉 販売事業 

 

．前 第 2号 掲 事業 第 1 掲 事業 支 い限 行う

益 生 場合 第 1 掲 事業 充  

 

 

第 章 会員 

種別  

第 条 法人 会員 種 正会員を 特定非営利活動 進法

法 いう 社員  

 正会員 

  法人 目的 賛 入会 個人及び団体 

 賛助会員 

  法人 事業を賛助 入会 個人及び団体 

 特別会員 

法人 活動 積極的 参 法人 活動 特 大 献を 個人 

く 団体 

 

 

入会及び資格  

第 条 会員 入会 い 当 条件を定 い 

 新規 正会員 入会 う 者 理事長 別 定 入会申込書 理

事長 申 込 正会員を う 者 第 8 条 定 会費

を納入 正会員 会員資格 納入日 1 間

会員資格失効日 前 会費 納入さ 場合 前 会員期間 引 く

1 を 会員期間  

 正会員 総会 い 会 運営や活動 提案や主張を行う権利を

否決さ 場合 総会 議決 従わ ば い  

 会員 会を 当 誹謗中傷 会員 誉を傷 い  

 理事長 遊 過去 除 さ 者 入会を断

場合 理事会 議決を得 速や 会費を返還 理由を付 書面を

人又 団体 旨を通知 ば い  

 

会費   
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第 条 会員 総会 い 別 定 会費を納入 ば い  

 

資格 喪失  

第 条 会員 各号 一 該当 至 資格を喪失  

人 文書 く 電磁的記録 退会 意思表示を  

 人 死亡 又 会員 あ 団体 消滅  

会費を 納入  

 除 さ  

 

退会  

第 10条 会員 任意 退会  

 

除  

第 11 条 会員 各号 一 該当 至 総会 議決 を除

場合 会員 対 議決 前 弁明 機会を え

ば い  

 定款等 遊  

 法人 く 会員 誉を傷 又 目的 行為を  

  

 

出金品 返還  

第 12条 第 7条 基 く場合を除 既 納入 会費及び 他 出金品 返 

還 い  

 

 

第 章 役員及び職員 
種別及び定数  

第 13条 法人 役員を置く  

 理事  3人   10人  

 監事  人    3人  

   理事 う 人を理事長 人 い 人を 理事長  

 

選任等  

第 14条 理事及び監事 総会 い 選任  

  理事長及び 理事長 理事 互選  

  役員 う 役員 い 配偶者若 く 親等 親族

   一人を超え 含 又 当該役員並び 配偶者及び 3親等 親族  

     役員 分 を超え 含 い  

 監事 理事又 法人 職員を兼 い  

   

職務  

第 15条 理事長 法人を 表 業務を総理  

  理事長 理事長を補佐 理事長 事故あ 又 理事長

  理事長 あ 指 序 職務を 行  
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 理事 理事会を構成 定款 定 及び理事会 議決 基 法人

業務を執行  

  監事 掲 職務を行う  

  理事 業務執行 状況を監査  

  法人 産 状況を監査  

  前 号 規定 監査 結果 法人 業務又 産 正 行 

     為又 法 若 く 定款 遊 重大 事実 あ を発見 場合

   を総会又 所轄庁 報告  

  前号 報告を 必要 あ 場合 総会を招  

  理事 業務執行 状況又 法人 産 状況 い 理事 意見を

   述べ 若 く 理事会 招 を請求  

 

任期等  

第 16条 役員 任期 再任を妨 い  

 前 規定 わ 後任 役員 選任さ い い場合 任期 日

後最初 総会 終結 任期を伸長  

    補 又 増員 就任 役員 任期 前任者又 現任

者 任期 残存期間  

  役員 辞任又 任期満了後 い 後任者 就任 職務を行

  わ ば い  

 

員補充  

第17条 理事又 監事 う 定数 分 を超え 者 遅滞 く

     を補充 ば い  

 

解任  

第 18 条 役員 各号 一 該当 至 総会 議決 を解任

場合 役員 対 議決 前 弁明 機会を え

ば い  

 心身 故 職務 遂行 堪え い 認  

 職務 義務遊 他役員 ふさわ く い行為 あ  

  

 

報酬等  

第 条 役員 総数 分 範 報酬を  

  役員 職務を執行 要 費用を弁償  

  前 必要 事 総会 議決を経 理事長 別 定  

 

事務局及び職員  

第 20 条 法人 事務を処理 事務局を設 事務局長及び必要 職員を置

く  

  事務局長 理事会 議決を経 理事長 委嘱 職員 理事長 任免  

 事務局 組織及び運営 必要 事 理事会 議決を経 理事長 別

定  
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特別顧問 顧問  

第21条 法人 重要 事 理事長 諮問 応 特別顧問及び顧問を置く

 

 特別顧問及び顧問 理事会 議決を経 理事長 委嘱 特別顧問及び顧

問 任期 再任を妨 い  

 特別顧問及び顧問 必要 事 理事会 議決を経 理事長 別 定

 

 

 

第 章 総会 

種別  

第 22条 法人 総会 通常総会及び臨時総会 種  

 

構成  

第 23条 総会 正会員を 構成  

 

権能  

第 24条 総会 事 い 議決  

 定款 変更 

 解散 

合併 

 事業計画及び 支予算並び 変更 

 事業報告及び 支決算 

 役員 選任又 解任 職務及び報酬 

 会費 額 

借入金 事業 度 入を 償還 短期借入金を除く 第 48条 置

い  

 会員 除  

  10 解散 残余 産 帰属 

 (1 ) 他運営 重要事  

 

開催  

第 25条 通常総会 毎事業 度 回開催  

  臨時総会 各号 一 該当 場合 開催  

  理事会 必要 認 招 請求を  

  正会員総数 分 会議 目的 あ 事 を記載 書面

   招 請求 あ  

  第 15条 第  第 号 規定 監事 招 あ  

 

招  

第 26条 総会 第 25条 第  第 号 場合を除 理事長 招  

 理事長 第 25条 第  第 号及び第 号 規定 請求 あ

日 30日 臨時総会を招 ば い  
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  総会を招 会議 日時 場所 目的及び審議事 を記載 書面を

  開催日 少 く 5日前 通知 ば い  

 

議長  

第 27条 総会 議長 総会 い 出席 正会員 中 選出  

 

定足数  

第 28条 総会 正会員総数 3分 出席 ば開会 い  

 

議決  

第 29 条 総会 議決事 第 26 条 第 規定 予 通知 事

     議事 緊急を要 出席 正会員 2分 1 意 

  あ 場合 限 い  

  総会 議事 定款 規定 ほ 出席 正会員 過半数を

   決 可否 数 時 議長 決  

 

表決権等  

第 30条 各正会員 表決権 等  

  や を得 い理由 総会 出席 い正会員 予 通知さ 事

   い 書面を 評決 又 他 正会員を 理人 評決を委任  

    

 前 規定 評決 正会員 第 28条 第 29条第 2 第 31条第 第 2

号 第 53条 第 54条第 2 及び第 56条 適用 い 総会 出席

 

  総会 議決 い 特別 利害 を 正会員 議事 議決 わ

   い  

 

議事録  

第 31条 総会 議事 い 事 を記載 議事録を作成 ば い  

   日時及び場所 

    正会員総数及び出席者数 書面評決者又 評決委任者 あ 場合 あ

   数を付記  

   審議事  

   議事 経過 概要及び議決 結果 

   議事録署 人 選任 事  

 議事録 議長及び 会議 い 選任さ 議事録署 人 人 署

押印  ば い  

 

 

第 章 理事会 

構成  

第 32条 理事会 理事を 構成  

 

権能  
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第 33条 理事会 定款 定 ほ 事 を議決  

  総会 付議 べ 事  

  総会 議決 事 執行 事  

  事業 度 入を 償還 短期借入金 

 事務局 組織及び運営 事  

 他総会 議決を要 い会務 執行 事  

 

開催  

第 34条 理事会 各号 一 該当 場合 開催  

  理事長 必要 認  

  理事総数 分 会議 目的 あ 事 を記載 書面 招

   請求 あ  

  第 15条 第  第 号 規定 監事 招 請求 あ  

 

招  

第 35条 理事会 理事長 招  

 理事長 第 34条第 号及び第 3号 規定 請求 あ 日

20日 理事会を招 ば い  

  理事会を招 会議 日時 場所 目的及び審議事 を記載 書面を

  開催日 少 く 日前 通知 ば い  

 

議長  

第 36条 理事会 議長 理事長 あ  

 

定足数   

第37条 理事会 理事総数 分 出席を 成立  

 

議決  

第 38条 理事会 議決事 第 35条 第 規定 予 通知 事

     議事 緊急を要 出席 理事 2分 1 意 

  あ 場合 限 い  

  理事会 議事 理事総数 過半数を 決 可否 数 議長 決

    

 

表決権等  

第 39条 各理事 表決権 等  

  や を得 い理由 理事会 出席 い理事 予 通知さ 事

   い 書面を 表決 又 他 理事を 理人 表決を委任  

    

  前 規定 表決 理事 第 38条第 2 及び第 40条第 1 第 2号 適

   用 い 理事会 出席  

  理事会 議決 い 特別 利害 を 理事 議事 議決 わ

   い  

 



8 

 

議事録  

第 40 条 理事会 議事 い 事 を記載 議事録を作成 ば  

     い  

  日時及び場所 

 理事総数 出席者数及び出席者氏 書面表決者又 表決委任者 あ

旨を付記  

  審議事  

  議事 経過 概要及び議決 結果 

  議事録署 人 選任 事  

 議事録 議長及び理事会 い 選任さ 議事録署 人 人 署

押印 ば い  

 

 

第 章 資産及び会計 

資産 構成  

第 41条 法人 資産 各号 掲 を 構成  

  設立 時 産目録 記載さ 資産 

  会費 

  寄付金品  

  産 生 入 

  事業 伴う 入 

  他 入 

 

資産 区分  

第 42 条 法人 資産 を分 特別非営利活動 事業 資産及び

他 事業 資産 2種類  

 

資産 管理  

第43条 法人 資産 理事長 管理 方法 総会 議決を経 理事長 別

     定  

 

会計 原則  

第 44条 法人 会計 法第 27条各号 掲 原則 従 行う  

 

会計 区分  

第 45 条 法人 会計 を分 特定非営利活動 事業 会計及び

他 事業 会計 2種類  

 

事業計画及び予算  

第 46条 法人 事業計画及び 伴う 支予算 理事長 作成 総会 議決を

経 ば い  

暫定予算  

第 47 条 前条 規定 わ や を得 い理由 予算 成立 い 理

     事長 理事会 議決を経 予算成立 日 前事業 度 予算 準  
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      入支出  

  前 入支出 新 成立 予算 入支出  

 

予備費 設定及び使用  

第 48 条 予算超過又 予算外 支出 充 予算中 予備費を設

       

  予備費を使用 理事会 議決を経 ば い  

 

予算 追 及び更正  

第 49 条 予算議決後 や を得 い事由 生 総会 議決を経 既定予算

      追 又 更正を  

 

事業報告及び決算  

第 50 条 法人 事業報告書 支計算書 貸借対照表及び 産目録等 決算

書類 毎事業 度終了後 速や 理事長 作成 監事 監査を

総会 議決を経 ば い  

  決算 余金 生 事業 度 繰 越  

 

事業 度  

第 51条 法人 事業 度 毎   日 始 翌  日 終わ  

 

臨機 措置  

第 52 条 予算を 定 ほ 借入金 借入 他新 義務 担を

又 権利 放棄を う 総会 議決を経 ば い  

 

 

 

第 章 定款 変更 解散及び合併 

定款 変更  

第 53条 法人 定款を変更 う 総会 い 出席 正会員 3分 2

     議決を経 軽微 事 法第 25条 第 規定  

  事 を 除い 府 認証を得 ば い  

  主 事務所及び 他 事務所 所在地 所轄庁 変更を伴わ い  

  資産 事  

  公告 方法 

 

解散  

第 54条 法人 掲 事由 解散  

  総会 決議 

  目的 特定非営利活動 わ 事業 成 能 

  正会員 亡 

  合併 

  破産 

  所轄庁 設立 認証 消  
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   前 第 号 事由 法人 解散 正会員総数 3分 2 諾

  を得 ば い  

 第  第 号 事由 解散 所轄庁 認定を得 ば い  

  

残余 産 帰属  

第55条 法人 解散 合併又 破産 解散を除く 残存 産 法

     第 11条 第 掲 者 う 解散時 総会 い 議決 者 譲渡  

   

 

合併  

第 56 条 法人 合併 う 総会 い 正会員総数 3 分 2 議

決を経 所轄庁 認証を得 ば い  

 

 

第 章 公告 方法 
公告 方法  

第 57条 法人 公告 法人 掲示場 掲示 官報 掲載 行う  

 

 

第 10章 雑則 
細則  

第 58 条 定款 行 い 必要 細則 理事会 議決を経 理事長 を

       定  

 

 

附 則 

 

 定款 法人 成立 日 行  

 法人 設立当初 役員 別表 掲 者  

 法人 設立当初 役員 任期 第 16 条第 規定 わ 法人

 設立 日 成 21  11 0日  

 法人 設立当初 事業計画及び 支予算 第 46 条 規定 わ 設立

 総会 定  

 法人 設立当初 事業 度 第 51条 規定 わ 法人成立 日

成 21  日  

 法人 設立当初 会費 第 8条 規定 わ 掲 額  

  正会員 会費 個人   6,000   

団体 100,000 口  

  賛助会員 会費 個人    3,000   

団体  50,000 口  

  特別会員 会費    免除 
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附 則 2018 9 15日臨時総会  

 

行期日  

1． 定款 和元 2019  12 20日 定款変更認証日 行  

 

附 則 2022 10 22日通常総会  

 

行期日  

1. 定款 和四 2022  10 22日 行  

 

附 則 

 

行期日  

1. 定款 和五 2023  5 15日 定款変更認証日 行  

 



別表

ﾌﾘｶﾞﾅ

役名
氏　　　名

報酬 有無

理 鈴木
キ

　邦雄
ク

横浜市保土 谷区宮田 目 番地

無

理 恩田
ン

　 男 さいた 市見沼区大字中川 番地

有

理 藤原
フ ワ

　 繪
エ

神奈川県茅 崎市南湖 目 番 号

無

理 中村　幸人
キ

神奈川県足柄上郡中井 遠藤 番地

無

理 原田
ハラダ

　洋
ヒロシ

横浜市神奈川区片倉 目 番 － 号

無

理 前田
エダ

　文
フ

和
カズ

愛知県江南市宮後 砂場東

無

理 石村
イ

　章子
ア 茨城県つくば らい市小張 番地 陽光台 目 街区

地 ン ーつくば らい平Ｂ－

無

理 中嶋　義臣 横浜市保土ヶ谷区上菅田 目47番206号

無

理 新川
ッ ワ

　眞 横浜市旭区今宿 目 番 号

有

理 高
ノ

　義武 川崎市宮前区平 目 番 号 ー ン

有

監 山本
モ

　悟
サ

東京都世田谷区世田谷 目 番 号

無

役員名簿

特定非営利活動法人　国際ふ さとの森づく 協会

住所又 居所


